
 

 

 



静岡県社会福祉協議会 10 年（2011 年～2020 年）小史 【概要】 
※創設 40 周年及び 60 周年に記念誌を発行しているため、10 年の歴史を振り返り、県社協における主な取組実績を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2011 年度 
（平成 23 年度） 

2012 年度 
（平成 24 年度） 

2013 年度 
（平成 25 年度） 

2014 年度 
(平成 26 年度) 

2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(令和元年度) 

2020 年度 
(令和 2 年度) 
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生活困窮者自立支援事業の実施支援及び意思決定支援を主体と
した権利擁護の推進 
 
・生活困窮者自立支援自立支援事業  

市町社協への委託数 
(30/35 市町(85.7%))  
※全国平均 76.2% 

・ふじのくに生活困窮者自立支援基金の創設 
(H28～支援件数 340 件) 

・成年後見制度の利用促進 
(法人後見体制整備社協 19/35 市町(54.2%)、 

  市民後見人養成研修受託実施社協 13/35 市町(37.1%) 
・多機関協働による包括的な支援体制の構築支援(R2～受託実施) 

生活困窮者支援と権利擁護 

住民同士が支え合う地域づくり 

地域住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みる体制
づくりの推進 
 
・居場所の立上支援 
(設置数 H28…191 ヶ所⇒R2…596 カ所) 

・子ども食堂の立上支援 
(設置数 H28…29 ヶ所⇒R2…83 カ所) 
 

・生活支援コーディネーターの７割以上が市町社協に配置 
(第 1 層 24/35 市町、第２層 20/26 市町) 

・全国では例のない ICF の視点による福祉教育副読本の作成(H24) 

福祉介護人材の確保・定着 
福祉サービスの担い手の確保・定着、福祉業界・仕事のイメージ
アップ及び質の高い人材の育成支援 
 
・福祉・保育・介護求人者や求職者の 

個別相談、就職斡旋 
(都道府県別就職者数は 10 年連続で 
全国１位) 
 

・外国人介護人材サポート事業の実施(R2～) 
・介護福祉士修学資金の貸付け(10 年実績 約 900 人 総額５億円) 
・保育士修学資金の貸付け(H28～実績 約 1,700 人 総額 12 億円) 
・資質向上のための研修実施(10年実績1,000研修、総受講者数110,000人) 

地域福祉推進の最大のパートナーである市町社会福祉協議会の
経営基盤の強化と、総合力を活かした活動支援 
 
・市町地域福祉活動計画の策定支援(策定市町 33/35(94.2%)) 
・市町社協連絡協議会を再編(H24)し、介護保険部会・経営基盤強化委員
会（H24）、相談部会(H30)、広報啓発部会・総務部会(R２)を設置 

・事業評価のあり方、職員研修のあり方及び人事考課のあり方(H25)、
会員制度のあり方(H27)、自治会・町内会の地縁組織等との連携
協働のあり方(H31)を提案 

・改正介護保険制度に係る社協の取組の考え方(H26)、社会福祉法人
制度改革に係る社協の基本的な考え方(H28)、地域共生社会の実現
に向けた社協の役割(H29)を提案 

・社協・生活支援活動強化方針チェックリストの全県実施(H30) 

市町社会福祉協議会の支援 

多発する災害への対応と災害に備えた体制強化 
 
・東日本大震災をはじめ全国各地の 
災害支援（職員派遣等） 

 東日本大震災 県内社協職員 
派遣人員 251 人 延べ 1,757 人日 
※全国で 2番目に多い派遣人数 

 
・災害相互支援協定の締結(日本青年会議所静岡ブロック、ニッポン
レンタカー東海、県商工会青年部連合会、静岡銀行 他) 

・県災害福祉広域支援ネットワークの設置(H28) 
  災害派遣福祉チーム(静岡 DCAT)の養成数 231 人(H29～R１) 

災害支援活動の実施 

社会福祉事業者等の支援 
社会福祉事業者等の経営基盤の強化と、社会福祉法人等の連携・
協働による取組を支援 
 
・会計・税務、法律、社会保険労務等の 
経営相談(10 年実績約 6,000 件) 

・社会福祉事業振興 事業費助成 
(10 年実績約 1,150 件総額２億円) 

・経営に関する研修実施 
(コロナ対応で令和２年からWEB配信に切替) 

・福祉サービス第三者評価事業の実施(10 年実績 86 件) 
・社会福祉法人等の連携推進 

(ネットワーク化 24/35 市町(68.5%)) 


